
フィルタリング提供義務について 

 

Yes 

Yes 

No 

携帯用ゲーム機、携帯
用音楽プレーヤー等
のモバイル端末や PC
は該当しない。 

ノート PC に携帯電
話端末等を接続して
行う役務は該当しな
い。 

携帯電話端末又はＰ
ＨＳ端末からのインタ
ーネットへの接続役
務か （２条７項） 

専ら携帯電話端末及び
PHS 端末に組み込まれ
たブラウザを用いる役
務か（施行令） 

 
公衆無線ＬＡＮを用い
た役務か 

専ら法人等の事業の
為の利用を目的とす
る役務か（施行令） 

No 

 

携帯電話インターネット接続役務として、法１７条の適用対象 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
と
し
て
法
１
８
条
の
適
用
対
象
と
な
る
他
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
に
つ
い
て

は
、
携
帯
電
話
端
末
等
を
除
き
、
法
１
９
条
の
義
務
の
対
象 

 

No 

No 

Yes 

Yes 


